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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
と
は
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
、
住
民
登

録
さ
れ
て
い
る
方
全
員
に
１
つ
ず
つ

配
布
さ
れ
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
利
用

す
る
こ
と
で
、
行
政
の
さ
ま
ざ
ま
な

機
関
で
保
管
し
て
い
る
国
民
一
人
ひ

と
り
の
情
報
を
「
こ
れ
は
同
じ
人
の

も
の
だ
」
と
い
う
確
認
を
行
い
、
管

理
・
活
用
す
る
も
の
で
す
。
導
入
に

よ
っ
て
、
法
律
や
条
例
で
定
め
ら
れ

た
行
政
手
続
き
で
情
報
連
携
で
き
る

よ
う
に
な
る
た
め
、「
国
民
の
利
便

性
向
上
」、「
公
平
・
公
正
な
社
会
の

実
現
」、「
行
政
の
効
率
化
」
が
期
待

さ
れ
て
い
ま
す
。

�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
っ
て
な
に
？

　

国
民
一
人
ひ
と
り
が
持
つ
こ
と
に

な
る
12
桁け
た

の
番
号
の
こ
と
で
、
平
成

28
年
１
月
以
降
、
確
定
申
告
な
ど
の

税
の
手
続
き
、
年
金
・
雇
用
保
険
・

医
療
保
険
の
手
続
き
、
生
活
保
護
・

児
童
手
当
そ
の
ほ
か
福
祉
の
給
付
な

ど
、
法
律
や
条
例
で
定
め
ら
れ
た
、

社
会
保
障
・
税
・
災
害
対
策
の
分
野

で
活
用
さ
れ
ま
す
。

自
分
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は

ど
う
や
っ
て
知
る
の
？

　

平
成
27
年
10
月
か
ら
、
住
民
登
録

を
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
方
に
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
が
記
載
さ
れ
た
通
知
カ
ー

ド
な
ど
が
順
次
送
付
さ
れ
ま
す
。
通

知
は
簡
易
書
留
に
よ
り
、
住
民
票
の

住
所
に
送
ら
れ
ま
す
。
住
民
票
の
住

所
と
異
な
る
所
に
お
住
ま
い
の
方

は
、
お
住
ま
い
の
市
町
村
に
住
所
を

移
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
は
生
涯
利
用
し
、
原
則
と
し

て
番
号
の
変
更
は
出
来
ま
せ
ん
。
送

ら
れ
て
き
た
書
類
は
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
は
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
通
知
後
に
申
請
を

す
る
と
、
身
分
証
明
書
や
さ
ま
ざ
ま

な
サ
ー
ビ
ス
に
利
用
で
き
る
個
人
番

号
カ
ー
ド
が
交
付
さ
れ
ま
す
。
個
人

番
号
カ
ー
ド
に
は
Ｉ
Ｃ
チ
ッ
プ
が
搭

載
さ
れ
、
カ
ー
ド
券
面
と
Ｉ
Ｃ
チ
ッ

プ
に
は「
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
」、「
氏
名
」、

「
住
所
」、「
生
年
月
日
」、「
性
別
」、「
顔

写
真
」
な
ど
が
記
録
さ
れ
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
取
り
扱
い
の

注
意
点

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
は
、
手
続
き
の

た
め
に
行
政
機
関
な
ど
に
提
供
す

る
場
合
を
除
き
、
む
や
み
に
他
人

に
提
供
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ

ん
。
他
人
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
不

正
に
入
手
す
る
こ
と
や
、
他
人
の

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
取
り
扱
う
者
が

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
等
を
不
当
に
提
供

す
る
こ
と
は
、
処
罰
の
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
は

ど
う
な
る
の
？

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
と
住
民
基
本

台
帳
カ
ー
ド
の
両
方
を
使
う
事
は

出
来
ま
せ
ん
。
個
人
番
号
カ
ー
ド

を
取
得
さ
れ
る
方
は
、
受
け
取
り

の
際
に
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

返
却
が
必
要
で
す
。

　

個
人
番
号
カ
ー
ド
を
取
得
さ
れ

な
い
方
に
つ
い
て
は
、
現
在
お
持

ち
の
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
電

子
証
明
書
を
含
む
）
は
有
効
期
間

内
で
あ
れ
ば
引
き
続
き
ご
利
用
い

た
だ
け
ま
す
。
た
だ
し
、
発
行
・

更
新
に
つ
い
て
は
、
12
月
中
に
終

了
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。

詳
細
は
決
ま
り
次
第
、
広
報
し
ろ

い
し
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

民
間
事
業
者
に
も

影
響
は
あ
る
の
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
は
全
従
業

員
に
関
係
す
る
制
度
で
す
。
事
業

者
は
平
成
28
年
１
月
以
降
、
税
や

社
会
保
障
の
手
続
き
の
た
め
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
帳
票
な
ど
の
提
出
期

限
ま
で
に
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト

を
含
め
た
全
従
業
員
の
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
順
次
把
握
し
、
源
泉
徴
収

票
や
健
康
保
険
・
厚
生
年
金
・
雇

用
保
険
な
ど
の
書
類
に
番
号
を
記

載
す
る
事
に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
従

業
員
か
ら
確
認
す
る
際
は
、
法
律

で
認
め
ら
れ
た
利
用
目
的
を
特
定

し
、
従
業
員
に
通
知
ま
た
は
公
表

す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
含
む

個
人
情
報
は
適
切
に
管
理
す
る
必

要
が
あ
る
た
め
、
事
業
者
は
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
を
適
正
に
取
り
扱
う
た

め
の
規
定
づ
く
り
、
シ
ス
テ
ム
開

発
・
改
修
、
個
人
情
報
保
護
の
た

め
の
安
全
管
理
措
置
の
検
討
な
ど

が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
特
定
個
人
情
報
保
護

委
員
会
の
サ
イ
ト
に
「
特
定
個
人

情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
す
る

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
事
業
者
編
）」

が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
ご
活

用
く
だ
さ
い
。

表面に
氏名、住所、生年月日、性別、
顔写真
裏面に
マイナンバー等が記載され
ＩＣチップが搭載された
プラスチックのカードです！
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通知カード住民基本台帳カード 個人番号カード
１ 様式

２ 作成
・交付

３ 利便性

□
□

　マイナンバー（社会保障・税番号）制度には「行政の効率化」、「国民の利便性の向上」、「公平・
公正な社会を実現」というメリットがあります。

マイナンバー制度
〜平成27年10月からあなたにもマイナンバーが通知されます〜

問企画情報課　☎22-1324

も
っ
と
詳
し
く

知
り
た
い
時
は
？

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す
る
ご

質
問
に
つ
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

公
式
サ
イ
ト
や
、
国
の
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。
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